
大
阪
市
天
王
寺
区
大
道
四
ー
一
〇
ー
二
三
の
国
鉄
西
日
本
動
力
車
労
働
組
合
執
行
委
員
長
小
川
正
哉

か
ら
平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
六
日
付
け
で
、
次
の
と
お
り
争
議
行
為
を
行
う
と
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
七
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

事
件

１

賃
金
関
係
に
つ
い
て

二
〇
一
四
年
四
月
以
降
の
基
準
内
賃
金
を
五
万
円
の
原
資
を
も
っ
て
引
き
上
げ
ら
れ
た
い
。

（一）

第
二
基
本
給
を
廃
止
さ
れ
た
い
。

（二）

五
十
五
歳
以
上
の
減
額
制
度
を
廃
止
し
全
額
支
給
と
さ
れ
た
い
。

（三）

定
年
を
満
六
十
五
歳
と
さ
れ
た
い
。

（四）
２

広
島
鉄
道
病
院
の
新
医
療
法
人
化
問
題
に
つ
い
て

現
在
、
広
島
鉄
道
病
院
周
辺
の
新
築
・
移
転
工
事
が
ど
ん
ど
ん
進
ん
で
い
る
。
鉄
道
病
院
で
働

く
社
員
の
中
で
、
「
こ
れ
か
ら
自
分
の
仕
事
は
ど
う
な
る
の
か
？
」
「
今
ま
で
通
り
の
生
活
は
で

き
る
の
か
？
」
「
人
生
設
計
を
ど
う
す
れ
ば
良
い
の
か
？
」
と
い
っ
た
大
き
な
労
働
不
安
が
発
生

し
て
い
る
。
会
社
に
は
こ
の
不
安
を
解
消
さ
せ
る
責
任
が
あ
る
。
以
下
の
解
明
要
求
・
改
善
要
求

に
誠
意
を
持
っ
て
回
答
さ
れ
た
い
。

現
在
に
お
け
る
新
医
療
法
人
設
立
の
進
捗
状
況
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（一）

昨
年
の
団
交
回
答
は
、
「
詳
細
の
労
働
条
件
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、
準
備
で
き
次
第
、
提
示

（二）
し
ま
す
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
昨
年
中
に
何
回
か
の
提
示
が
あ
っ
た
。
今
後
は
ど
の
よ
う
な

労
働
条
件
の
変
更
を
提
示
す
る
の
か
、
そ
の
概
要
と
提
示
す
る
時
期
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。

新
医
療
法
人
へ
の
転
籍
を
希
望
し
な
い
社
員
の
処
遇
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（三）

転
籍
後
の
新
賃
金
に
つ
い
て
は
現
在
支
給
さ
れ
て
い
る
賃
金
を
下
回
ら
な
い
よ
う
に
設
定
さ

（四）
れ
た
い
。

Ｊ
Ｒ
共
済
制
度
及
び
Ｊ
Ｒ
グ
ル
ー
プ
健
康
保
険
組
合
制
度
に
つ
い
て
は
、
資
格
要
件
を
見
直

（五）
し
こ
れ
ま
で
通
り
と
さ
れ
た
い
。

職
務
乗
車
証
及
び
購
入
券
に
つ
い
て
資
格
要
件
を
見
直
し
、
こ
れ
ま
で
通
り
支
給
さ
れ
た
い
。

（六）

賃
貸
住
宅
補
給
金
に
つ
い
て
は
、
年
齢
や
家
族
構
成
に
関
係
な
く
月
あ
た
り
三
万
円
を
限
度

（七）
に
支
給
さ
れ
た
い
。

３

大
阪
事
業
所
問
題
に
つ
い
て



速
や
か
に
金
沢
組
合
員
を
鉄
道
本
来
業
務
に
復
帰
さ
れ
た
い
。

（一）

金
沢
組
合
員
は
大
阪
事
業
所
に
配
属
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
激
し
い
精

神
的
苦
痛
を
訴
え
て
い
る
。

「
私
に
対
す
る
不
当
配
属
は
、
二
十
七
年
に
な
る
。
本
来
の
鉄
道
業
務
か
ら
一
方
的
に
引
き

離
さ
れ
『
余
剰
人
員
』
『
役
立
た
ず
』
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
た
ま
ま
一
度
も
鉄
道
業
務
に
戻

さ
れ
な
い
ま
ま
定
年
を
迎
え
る
事
は
、
と
て
も
耐
え
ら
れ
な
い
。
」
「
現
在
の
職
場
に
い
る
こ

と
自
体
が
苦
痛
で
あ
る
。
国
鉄
時
代
の
自
分
は
機
関
区
で
誘
導
係
と
し
て
し
っ
か
り
働
い
て
い

た
。
安
全
意
識
も
強
く
先
輩
・
同
僚
か
ら
も
信
頼
さ
れ
て
い
た
と
思
う
。
も
う
一
度
、
鉄
道
本

来
業
務
に
つ
き
た
い
。
現
在
の
花
作
り
の
仕
事
は
嫌
い
で
あ
る
。
会
社
は
『
本
人
の
適
性
に
よ

り
配
属
を
決
め
る
』
と
い
っ
て
い
る
が
事
業
所
に
閉
じ
込
め
た
ま
ま
一
度
も
鉄
道
本
来
業
務
に

従
事
さ
せ
な
い
で
お
い
て
ど
ん
な
『
適
性
』
が
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
の
か
。
会
社
判
断
の
中

身
を
説
明
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
納
得
で
き
な
い
。
」

一
人
の
社
員
に
こ
の
よ
う
な
激
し
い
精
神
的
苦
痛
を
与
え
て
い
る
事
に
対
し
会
社
は
ど
う
考

え
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

金
沢
組
合
員
が
鉄
道
本
来
業
務
か
ら
排
除
さ
れ
た
の
は
旧
国
鉄
時
代
の
「
人
材
活
用
セ
ン
タ

ー
」
設
置
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
西
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
独
自
の
判
断
で
こ
の
「
鉄
道
業

務
か
ら
の
排
除
」
を
継
続
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

大
阪
事
業
所
を
廃
止
し
、
全
員
を
鉄
道
業
務
に
も
ど
さ
れ
た
い
。

（二）

大
阪
事
業
所
に
つ
い
て
昨
年
の
会
社
回
答
は
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。
「
大
阪
事
業
所
に
つ

き
ま
し
て
は
、
当
社
発
足
時
に
余
裕
人
員
の
有
効
活
用
等
の
観
点
か
ら
設
置
を
し
て
、
当
初
の

物
販
飲
食
事
業
、
そ
の
後
は
グ
リ
ー
ン
事
業
と
し
て
運
営
を
行
っ
て
き
て
今
日
に
至
っ
て
お
り

ま
す
。
現
在
は
花
の
販
売
、
リ
ー
ス
配
送
等
で
事
業
展
開
を
し
て
お
り
、
一
定
の
目
的
、
必
要

性
は
あ
る
も
の
と
認
識
し
て
お
り
ま
す
。
今
後
に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
、
社
内

外
の
状
況
、
経
営
状
況
や
業
務
上
の
必
要
性
、
あ
と
は
社
員
数
を
鑑
み
ま
し
て
、
引
き
続
き
適

切
な
体
制
を
検
討
し
て
ま
い
り
ま
す
。
（
以
下
略
）
」

こ
の
回
答
か
ら
一
年
間
が
経
過
し
た
が
、
社
員
数
は
減
少
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
現
在
は
、

社
員
九
名
、
管
理
者
五
名
と
な
っ
て
い
る
。
社
員
九
名
の
年
齢
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

Ａ
社
員

六
十
四
歳
（
二
〇
一
五
年
シ
ニ
ア
退
職
予
定
）

Ｂ
社
員

六
十
歳
（
二
〇
一
四
年
七
月
定
年
退
職
を
迎
え
る
）

Ｃ
社
員

五
十
八
歳
（
二
〇
一
六
年
七
月
定
年
退
職
を
迎
え
る
）



Ｄ
・
Ｅ
・
Ｆ
社
員

五
十
七
歳
（
二
〇
一
七
年
七
月
定
年
退
職
を
迎
え
る
）

Ｇ
社
員

五
十
六
歳
（
二
〇
一
八
年
七
月
定
年
退
職
を
迎
え
る
）

Ｈ
社
員

五
十
五
歳
（
二
〇
一
九
年
七
月
定
年
退
職
を
迎
え
る
）

Ｉ
社
員

五
十
三
歳
（
二
〇
二
一
年
七
月
定
年
退
職
を
迎
え
る
）

こ
の
年
齢
構
成
を
み
る
な
ら
ば
早
急
な
事
業
所
の
「
体
制
の
見
直
し
」
が
必
要
で
あ
る
。
社

員
数
と
管
理
者
の
人
数
比
も
他
職
場
に
く
ら
べ
著
し
く
偏
っ
て
い
る
。
事
業
所
を
廃
止
し
、
会

社
が
ど
う
し
て
も
「
会
社
直
営
に
よ
る
花
の
販
売
、
リ
ー
ス
配
送
等
の
業
務
」
が
必
要
で
あ
る

と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
業
務
を
「
王
寺
鉄
道
部
」
な
ど
の
近
隣
職
場
に
引
き
継
ぎ
運
営

す
る
体
制
が
も
っ
と
も
合
理
的
で
あ
る
と
考
え
る
。
会
社
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

４

毎
朝
の
点
呼
に
お
け
る
「
黙
祷
」
の
強
制
を
中
止
さ
れ
た
い
。

こ
れ
ま
で
何
度
も
要
求
し
て
い
る
が
未
だ
に
点
呼
時
の
黙
祷
の
強
制
が
続
い
て
い
る
。
こ
れ
ま

で
も
繰
り
返
し
説
明
し
て
き
た
が
黙
祷
の
強
制
は
、
憲
法
で
保
障
さ
れ
て
い
る
「
信
教
の
自
由
」

「
思
想
・
良
心
の
自
由
」
を
侵
す
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
毎
点
呼
時
に
強
制
す
る
こ
と
は
著
し
い

精
神
的
苦
痛
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
金
沢
組
合
員
は
、
毎
朝
の
点
呼
時
に
黙
祷
の
強
制
を
や

め
る
よ
う
に
訴
え
て
い
る
が
、
こ
の
訴
え
て
い
る
内
容
を
会
社
は
把
握
し
て
い
る
の
か
否
か
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。

５

鉄
道
安
全
考
動
館
及
び
事
故
現
場
で
の
安
全
研
修
を
中
止
さ
れ
た
い
。

組
合
は
、
研
修
の
内
容
が
問
題
で
あ
り
中
止
す
る
よ
う
に
繰
り
返
し
要
求
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
中
身
で
は
、
「
尼
崎
事
故
を
反
省
し
、
二
度
と
こ
の
よ
う
な
事
故
を
繰
り
返
さ
な
い
」
体
制

が
構
築
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
多
く
の
問
題
点
が
あ
る
が
一
番
重
要
で
あ
る
と
組
合
が
主
張
す

る
の
は
、
「
事
故
の
原
因
と
責
任
は
労
働
者
本
人
に
あ
る
の
か
ど
う
か
」
と
い
う
点
で
あ
る
。
尼

崎
事
故
以
降
、
会
社
は
様
々
な
安
全
対
策
を
講
じ
て
き
た
。
し
か
し
、
「
事
故
の
責
任
を
労
働
者

に
押
し
つ
け
る
」
と
い
う
会
社
の
根
本
思
想
を
払
拭
し
な
い
限
り
、
今
後
も
Ｊ
Ｒ
西
日
本
に
お
け

る
重
大
事
故
の
危
険
は
回
避
で
き
な
い
。
現
在
の
鉄
道
安
全
考
動
館
及
び
事
故
現
場
で
の
安
全
研

修
を
中
止
し
、
安
全
に
対
す
る
教
育
の
中
身
を
改
善
さ
れ
た
い
。

二

日
時

平
成
二
十
六
年
三
月
九
日
（
日
）
午
前
零
時
以
降
問
題
解
決
の
日
ま
で

三

場
所

西
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

大
阪
支
社

大
阪
事
業
所

奈
良
市
南
京
終
町
二
一
一
番
地



四

概
要

無
期
限
ス
ト
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
戦
術
を
行
使
す
る
。
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